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被害者にも加害者にもならないために
問い合わせ先　本庁舎人権推進課 0857-20-3143  0857-20-3052

ネ
ッ
ト
社
会
の
問
題
点

　

現
在
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
以

下
「
ネ
ッ
ト
」）
は
、多
く
の
場
合
、

情
報
の
収
集
・
発
信
や
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
有
効

に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

一
方
で
、
利
用
の
際
の
匿
名
性
を

悪
用
し
た
次
の
よ
う
な
人
権
侵
害

な
ど
の
問
題
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

▼
ネ
ッ
ト
上
へ
の
他
人
の
個
人
情

報
の
掲
載
な
ど
に
よ
る
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
の
侵
害

▼
特
定
の
個
人
や
団
体
・
人
種
な

ど
を
対
象
と
し
た
誹
謗
中
傷
や

差
別
的
な
表
現
の
書
き
込
み

▼
保
護
者
や
教
員
の
知
ら
な
い
非

公
式
サ
イ
ト
（
学
校
裏
サ
イ
ト
）

で
の
い
じ
め

▼
ネ
ッ
ト
上
で
の
誘
い
出
し
に
よ

り
未
成
年
者
が
性
的
被
害
や
暴

力
行
為
に
あ
う
な
ど
の
犯
罪
被

害
　
な
ど

　

ネ
ッ
ト
上
で
は
、
名
前
や
顔
を

知
ら
れ
ず
に
情
報
を
発
信
で
き
る

た
め
、
掲
示
板
へ
の
書
き
込
み
な

ど
で
は
、
人
権
を
軽
視
し
た
内
容
・

情
報
に
な
り
が
ち
で
す
。
さ
ら
に
、

一
度
掲
載
さ
れ
た
情
報
は
瞬
時
に

全
世
界
へ
配
信
さ
れ
、
掲
載
情
報

の
消
去
や
転
載
を
防
ぐ
こ
と
は
困

難
で
す
。
そ
の
た
め
、
掲
示
板
な

ど
で
人
権
を
無
視
し
た
情
報
を
書

き
込
ま
れ
た
人
は
、
精
神
的
に
大

き
く
傷
つ
く
ば
か
り
で
な
く
、
将

来
に
わ
た
っ
て
被
害
を
受
け
続
け

る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
書
き
込
ん
だ
側
も
内
容

に
よ
っ
て
は
、
民
事
上
あ
る
い
は

刑
事
上
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

ネ
ッ
ト
利
用
に
よ
る
被
害
状
況

　

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
人
権
侵
犯

事
件
は
、
こ
こ
数
年
高
い
水
準
で

推
移
し
て
い
ま
す
。法
務
省
に
は
、

「
動
画
投
稿
サ
イ
ト
に
（
申
告
者

の
）
子
ど
も
が
同
級
生
か
ら
い
じ

〜 イ ン タ ー ネ ッ ト 社 会 に お け る 人 権 問 題 〜

　
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
な
ど
の
普
及
に
よ
り
、
多
く
の
人
が
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が

可
能
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
匿
名
性
を
利
用
し
た
誹
謗
中

傷
や
差
別
書
き
込
み
な
ど
に
よ
る
人
権
侵
害
も
多
発
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
近
年
深
刻
化
し
て
い
る
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
に
お
け

る
人
権
問
題
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

め
を
受
け
て
い
る
様
子
の
動
画
が

複
数
掲
載
さ
れ
、
精
神
的
な
苦
痛

を
被
っ
て
い
る
」
や
「
掲
示
板
に

被
害
者
を
特
定
で
き
る
内
容
を
記

載
し
た
上
で
、『
職
場
で
迷
惑
な

存
在
で
あ
る
』
と
誹
謗
中
傷
す
る

書
き
込
み
が
さ
れ
た
」
な
ど
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
と
名
誉
棄
損
に

関
わ
る
相
談
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。

被
害
に
あ
っ
て
し
ま
っ
た
ら

　

法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
（
地

方
法
務
局
な
ど
）
は
、
人
権
侵
害

を
受
け
た
人
か
ら
の
相
談
を
も
と

に
被
害
の
救
済
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ネ
ッ
ト
上
の
掲
示
板
な
ど
で

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
や
差
別
的

書
き
込
み
な
ど
の
人
権
侵

害
を
受
け
た
場
合
は
、
情

報
の
発
信
者
や
情
報
を
掲

載
し
て
い
る
掲
示
板
の
管

理
人
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
な
ど

に
記
事
の
削
除
要
請
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

被
害
者
自
ら
が
掲
載
内

容
の
削
除
を
求
め
る
こ
と

は
困
難
を
伴
う
た
め
、
法

務
省
の
人
権
擁
護
機
関
な

ど
に
相
談
し
対
処
し
ま
し

ょ
う
。

人
権
侵
害
を
防
ぐ
た
め
に

　

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
向
こ

う
側
に
は
、
私
た
ち
と
同
じ
人
間

が
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ネ
ッ

ト
上
の
掲
示
板
な
ど
の
利
用
に
あ

た
っ
て
は
、
常
に
書
き
込
み
の
相

手
や
読
み
手
に
配
慮
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
。

　

ま
た
、
氏
名
や
顔
写
真
な
ど
個

人
情
報
の
掲
載
に
は
十
分
留
意
す

る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
正
し
い
ル

ー
ル
と
知
識
を
身
に
つ
け
、
マ
ナ

ー
を
守
っ
て
利
用
し
、
被
害
者
に

も
加
害
者
に
も
な
ら
な
い
よ
う
に

心
が
け
ま
し
ょ
う
。

相談窓口
●鳥取地方法務局 人権擁護課
　 0857-22-2289
●鳥取県弁護士会
　 0857-22-3912
●警察庁インターネット安全・安心相談
　  http://www.npa.go.jp/cybersafety/
●鳥取県総務部人権局 人権・同和対策課
　 0857-26-7590
　  jinkensoudan@pref.tottori.jp
●鳥取市中央人権福祉センター
　 0857-24-8241  0857-24-8067
　  jin-chuo@city.tottori.lg.jp

鳥取市行政手続条例が改正されます
問い合わせ先　本庁舎総務課   0857-20-3103  0857-20-3040

市

法令又は条例などに
違反している者

③是正のため
　の処分など
　の求め

第三者が処分な
どを求める手続
きがありません

現　行 改正後

＜イメージ図＞

申出人
法令又は条例などに
違反している者

②法令又は条
　例などに違
　反している
　者の発見

市
④調査の上、必要が
　あると認めるとき
　は処分などを実施

申出人

①適宜、処分
　などを実施 ①適宜、処分

　などを実施

②「処分等の求め」の新設
　法令又は条例等に違反している事実があり、その是正のための処分や行政指導がされていないと思う
人は、市の機関に、処分や行政指導を行うよう求めることができるようになります。
　市の機関は、申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、
処分又は行政指導をしなければなりません。

③行政指導における許認可権限の根拠の明示
　行政指導に携わる者は、行政指導をする際に、許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする
権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、権限を行使し得る根拠となる法令の条項、条
項に規定する要件及び要件に適合する理由を示さなければならないこととします。

　条例改正の目的
　鳥取市行政手続条例は、行政手続法の趣旨により、市の行政運営の公正の
確保と透明性の向上を図るために制定されています。このたび、行政手続法
の改正に合わせ、「行政指導の中止等の求め」などの手続を新設します。
※鳥取市行政手続条例は、行政手続法の適用対象外である市の機関が行う「条

例等に根拠を有する処分」や「行政指導」を適用対象としています。

　条例改正の内容
①「行政指導の中止等の求め」の新設
　行政指導（法律又は条例に根拠があるものに限る。）の相手方は、法律又は条例の要件に適合しない
行政指導を受けたと思う場合に、行政指導の中止その他必要な措置を求めることができるようになりま
す。また、市の機関は、申出があったときは必要な調査を行い、行政指導が法律・条例に規定する要件
に適合しないと認めるときは、行政指導の中止その他必要な措置をとらなければなりません。

市

行政指導の相手方

市

現　行 改正後

＜イメージ図＞

中止などを求
める手続きが
ありません

③中止などの求め

④調査の上、必要に
　応じて中止などの
　措置を講じる

行政指導の相手方
②要件に適合し
　ないと考える

①法令又は条例な
　どに違反する行
　為の是正を求め
　る行政指導

①法令又は条例な
　どに違反する行
　為の是正を求め
　る行政指導


